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第１５章 補 則 

 

（連合会の代議員） 

第１１５条 連合会会則第１９条第１項の代議員は、司法書士会員のうちから総会で選出する。

ただし、年度の途中において欠員を生じた場合は、理事会で補欠を選任できるものとする。 

２ 第２８条第２項、第３項、第２９条及び第３０条の規定は、前項の代議員について準用する。 

（名誉会長、顧問及び相談役） 

第１１６条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 名誉会長は、会長が、総会の承認を得て委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、会長が、理事会の承認を得て委嘱する。 

４ 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、会長の任期と同一とする。ただし、会長が任期の中途

において退任したときは、そのときに退任するものとする。 
（清算人の選任の申立て） 

第１１７条 法人会員が、法第４４条第１項第６号又は第７号に掲げる事由により解散した場合

において、必要があるときは、本会は、裁判所に清算人選任の申立てをすることができる。 

（規程及び細則への委任） 

第１１８条 この会則の施行に必要な規程及び細則は、理事会の承認を経て、会長が定める。 

 

 

（施行期日） 

１ この会則は、認可の日から施行する。 

附則（平成２０年２月１２日法務省民二第５３８号認可） 

１ この会則は、平成２０年５月２５日から施行する。 

１ この会則は、平成２２年４月１日から施行する。 

１ この会則は、平成２２年５月２９日から施行する。 

１ この会則は、認可の日から施行する。 

附則（平成２４年１月１６日法務省民二第９９号認可） 

１ この会則は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離

脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」（平成２１年法律第７９

号）の施行の日（平成２４年７月９日）から施行する。 

１ この会則は、認可の日又は平成２５年４月１日のいずれか遅い日から施行する。 

 附則（平成２４年８月３１日法務省民二第２２４５号認可） 

１ この会則は、平成２５年６月１日から施行する。 

１ この会則の変更は、認可の日から効力を生じる。 

 附則（平成２６年１０月１日法務省民二第４３８号認可） 

（綱紀調査委員の任期に関する経過措置） 

２ 会則第４８条第７項の規定に基づき最初に選任された綱紀調査委員の任期については、第４

８条第４項の規定にかかわらず、他の綱紀調査委員の残存期間と同一とする。会則第４８条の
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２第３項の規定に基づき最初に選任された綱紀調査委員の予備委員の任期についても同様とす

る。 

（法務局等の長に対する報告に関する経過措置） 

３ 第１０７条の２の規定にかかわらず、会則の変更が効力を生じたときにおいて、既に綱紀調

査委員会に調査が付託された事案については、なお従前の例による。 

１ この会則の変更は、平成２７年１０月１日から効力を生じる。 

１ この会則の変更は、認可の日から効力を生じる。 

 附則（平成２８年３月８日法務省民二第１７２号認可） 

１ この会則の変更は、認可の日から効力を生じる。 

 附則（平成２８年１２月１６日法務省民二第９６０号認可） 

１ この会則の変更は、平成２９年５月２７日から効力を生じる。 

１ この会則の変更は、認可の日から効力を生じる。 

 附則（平成２９年９月２２日法務省民二第５７９号認可） 

１ この会則の変更は、認可の日から効力を生ずる。 

 附則（令和元年１１月１４日法務省民二第５０８号認可） 

（特定事件報告に関する経過措置） 

２ 変更後の第９４条の２の規定に基づき、令和２年１月末日までに提出を要する最初の特定事 

件報告書は、同条第１項の規定にかかわらず、令和元年７月１日から同年１２月３１日までに

関与した事件を対象とする。 

附則（令和２年７月３１日法務省民二第６０４号認可） 

（施行期日） 

１ この会則の変更は、認可の日から効力を生ずる。 

附則（令和２年７月３１日法務省民二第６０４号認可） 

（施行期日） 

１ この会則の変更は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元年法

律第２９号）の施行の日から効力を生ずる。ただし、会則の変更の認可が法律の施行の日の

後となる場合は、認可の日とする。 

（改正法附則第２条による継続の届出） 

２ 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元年法律第２９号）附則第

２条の規定による司法書士法人の継続の届出に関し必要な事項は、理事会で定める。 

附則（令和２年７月３１日法務省民二第６０４号認可） 

（施行期日） 

１ この会則の変更は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元年法

律第２９号）の施行の日から効力を生ずる。 

（清算中の法人の会費に関する経過措置） 

２ この会則の変更が効力を生ずる日において清算中の法人会員は、この会則の変更の効力が

生じた日の属する月の前月末日に解散したものとして、第２４条ただし書の法人会員とみな

す。 




